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〈セディナCFカード（ビームスカード切替）会員特約〉 A02193 F101-192 〔2020.07現在〕 

 

第1条（会員） 

 会員は本特約及びセディナCFカード会員規約を承認のうえ、入会を申し込みます。 

 

第2条（対象クレジットカードと会員規約の適用範囲） 

 本特約は、ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社（以下「当社」といいます。）が発行するセディナCFカード（株式会社ビームスと提携して

当社が発行していたビームスカードからの切替カードに限る。）に適用する特約となります。また、本特約に定めのない事項はカード会員規約

が適用されます。 

 

第3条（カードショッピングの支払金の支払方法） 

 会員規約第25条（2）⑥にかかわらず、リボルビング払い（残高スライド方式）の支払額は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に

応じ、下表に定める金額となります。その支払額には当該利用残高に対して1.25％（実質年率15.00％）の手数料を含みます。ただし、平成19年

7月10日以前利用分については当該利用残高に対して1.00％（実質年率12.00％）の手数料となります。 

ご利用残高 毎月のお支払額（手数料含む） 

100,000円以下  5,000円 

100,001円以上 200,000円以下  7,000円 

200,001円以上 300,000円以下 10,000円 

300,001円以上 500,000円以下 20,000円 

500,001円以上 600,000円以下 30,000円 

600,001円以上 40,000円 

  （例）利用残高100,000円の場合 

     毎月の支払額    5,000円 

     手数料充当額   100,000円×15.00％／12ヵ月＝1,250円 

     利用代金充当額   5,000円－1,250円＝3,750円 

 

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 

〒460-8670 名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 


